
さいたま市監査委員告示第５９号 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和３年２月１０日付けさいたま市

監査委員告示第５号で公表した定期監査及び行政監査の結果に基づき、さいたま市長

から措置を講じた旨の報告があったので、別添のとおり告示する。

  令和３年６月８日

さいたま市監査委員 大 矢 幸 子

同         工 藤 道 弘

同         伊 藤   仕

同         松 下 壮 一 



指摘事項等措置報告書 

市民局、経済局並びに各区役所区民生活部コミュニティ課、区民課及び支所 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

１ 収入事務 

 行政財産の目的外使用許可に係 

る施設光熱水費等負担金におい 

て、前回の指摘にもかかわらず、施

設に係る損害保険料の算定を誤っ 

ていたので、適正な事務処理を行 

うべきである。 

  ア 自動販売機等

【市民生活安全課】

イ 農産加工品等販売所等

【見沼グリーンセンター】

 行政財産の目的外使用許可（電 

話柱等）に係る行政財産使用料に 

おいて、使用前に使用料を納付さ 

せていなかったので、さいたま市 

行政財産の使用料に関する条例第 

３条に基づき、適正な事務処理を 

行うべきである。   

【コミュニティ推進課】

 行政財産の目的外使用許可（電 

柱等）に係る行政財産使用料にお 

いて、使用料の算定を誤っていた 

ので、さいたま市行政財産の使用 

料に関する条例第２条及び行政財 

産目的外使用許可事務取扱要領第 

１３に基づき、適正な事務処理 

を行うべきである。

【区政推進部】

 行政財産の目的外使用許可（浦

和西警察署交番等）に係る施設光

熱水費等負担金において、施設に

１ 収入事務 

ア 自動販売機等 

損害保険料の算定額を訂正 

し、本来負担すべき金額との差 

額を還付しました。 

【市民生活安全課】

イ 農産加工品等販売所等 

農産物加工品等販売所等に係 

る施設光熱水費等負担金の損害 

保険料の算定額を訂正し、本来 

負担すべき金額との差額を追徴 

しました。 

【見沼グリーンセンター】

 全ての相手方に事前に電話連絡

したうえで納付書を送付し、全て

の使用料が納付されたことを確認

しました。     

【コミュニティ推進課】

 行政財産使用料の算定額を訂正

し、本来徴収すべき金額との差額

を追徴しました。 

【区政推進部】

 行政財産の目的外使用許可（浦

和西警察署交番等）に係る施設光

熱水費等負担金の損害保険料の本



係る損害保険料の算定を誤ってい

たので、適正な事務処理を行うべ

きである。     

【経済政策課】

 行政財産の目的外使用許可（架 

空線）に係る行政財産使用料におい

て、使用料の算定を誤っていたの

で、さいたま市行政財産の使用料に

関する条例第２条に基づき、適正な

事務処理を行うべきである。   

【見沼グリーンセンター】

 市場施設使用許可において、部 

長決裁とすべきところを課長決裁 

としていたので、さいたま市事務 

専決規程第３条に基づき、適正な 

事務処理を行うべきである。

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 行政財産の目的外使用許可（電 

話柱）に係る行政財産使用料にお 

いて、前回の指摘にもかかわらず、

使用前に使用料を納付させていな 

かったので、さいたま市行政財産 

の使用料に関する条例第３条に基 

づき、適正な事務処理を行うべき 

である。

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 現金取扱事務において、拾得物 

件（現金）を金庫内で保管していた

ので、遺失物法に基づき、適正な事

務処理を行うべきである。    

【大宮区区民課】

【中央区区民課】

【桜区区民課】

来負担すべき金額との差額を追徴

しました。 

【経済政策課】

 架空線に係る行政財産使用料の

算定額を訂正し、本来負担すべき

金額との差額を還付しました。 

     【見沼グリーンセンター】

 令和３年度分の使用許可より、

適正な決裁区分である部長決裁で

の手続きを行うよう改めました。 

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 令和３年度使用分の使用料よ

り、使用前に調定及び納入通知を

行い、使用前に納付させるよう改

めました。 

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 本来拾得物として速やかに届け 

出るべきものであったため、令和 

２年９月２５日に大宮警察署へ届 

出し、適正に処理しました。今後同

様の事態には、適正な処理を行っ 

てまいります。 

【大宮区区民課】

令和２年１０月１５日、拾得物

として浦和西警察署に届出し、適

正に処理いたしました。今後は、速

やかに適正な処理を行ってまいり

ます。   

          【中央区区民課】

金庫内で保管していた拾得物件 

（現金）は遺失物法に基づき令和２ 

年１０月７日に所轄警察署へ届出 

しました。今後は、遺失物法に基づ



２ 支出事務 

 賃借料（浦和駅周辺街頭防犯カ 

メラシステム賃貸借、３月分）の支

払いにおいて、令和元年度予算で 

支出すべきところ、令和２年度予 

算から支出していたので、地方自 

治法施行令第１４３条第１項第３ 

号に基づき、適正な事務処理を行 

うべきである。

【市民生活安全課】

 さいたま市人権相談事業等補助 

金（令和元年度分）において、概算

払で支払っているものの、令和２ 

年度に履行確認を行っていたの 

で、地方自治法施行令第１４３条第

１項第５号に基づき、適正な事務処

理を行うべきである。

【人権政策・男女共同参画課】

 会計年度任用職員の任用におい 

て、有給休暇日数を誤って少なく 

付与していたので、さいたま市会 

計年度任用職員の勤務時間及び休 

暇に関する規則第９条第２項に基 

づき、適正な事務処理を行うべき 

である。

【人権政策・男女共同参画課】

 自動交付機専用ブース機械警備 

に係る電話回線使用料において、 

解約の手続が遅れ、自動交付機撤 

去後も料金を支払っていたので、 

適正な事務処理を行うべきであ 

る。

【区政推進部】

 さいたま市産業展開推進コーデ 

ィネーターの旅費において、通勤 

き適正な事務処理を行ってまいり

ます。 

  【桜区区民課】

２ 支出事務 

 当該支出事務について、支出年

度の誤りがないよう、係内ミーテ

ィングにて周知を行いました。次

年度より、地方自治法施行令第１

４３条第１項第３号に基づき、適

正な事務処理を行ってまいりま

す。 

【市民生活安全課】

 履行確認の事務手続き等を定め

ているさいたま市人権相談事業補

助金交付要綱において、履行確認

の時期の記載に誤りがあったた

め、地方自治法施行令第１４３条

第１項第５号に則った内容に修正

するとともに、申請団体との会議

にて周知を行いました。今後は、

適正な事務処理を行ってまいりま

す。 

【人権政策・男女共同参画課】

 当該職員は９月末に退職してお

りますが、有給休暇の付与方法に

ついて今後誤りのないよう係内ミ

ーティングにて周知を行いまし

た。次年度より、さいたま市会計

年度任用職員の勤務時間及び休暇

に関する規則第９条第２項に則

り、適正な事務処理を行ってまい

ります。 

【人権政策・男女共同参画課】

 指摘事項について部内ミーティ 

ングにて部内で周知するととも

に、積算の基礎に関連経費である

ことを追記する再発防止策を実施

し、今後は適正な事務処理を行っ

てまいります。 

【区政推進部】

 重複していた通勤手当と出張旅

費の算定額を訂正し、本来支出す



手当と出張旅費を重複して支給し 

ていたので、さいたま市会計年度 

任用職員の給与及び費用弁償に関 

する条例第９条第３項に基づき、 

適正な事務処理を行うべきであ 

る。

【産業展開推進課】

３ 契約事務 

 さいたま市マイキーＩＤ設定支 

援等事務補助員派遣契約におい 

て、一般競争入札の告示に係る決 

裁を経ていなかったので、さいた 

ま市事務専決規程第３条に基づ 

き、適正な事務処理を行うべきで 

ある。        

【区政推進部】

 物品購入において、市民活動団

体に花苗の購入選定を一任し、発

注品名や発注数を把握しておら

ず、また、納品された品の内訳を把

握できるものが存在していないに

もかかわらず、履行確認検査で適

正としていたので、適正な事務処

理を行うべきである。

【緑区コミュニティ課】

４ 行政事務（行政監査） 

 内部統制体制の整備と運用につ 

いて（意見） 

今回の監査において、各所属に 

おける内部統制に対する意識や取 

組状況について確認を行った結 

果、各所属とも内部統制に対する 

意識については、一定程度あるこ 

とが確認できた。 

内部統制体制の整備と運用につ 

いては、地方公務員法及び地方自 

治法の一部を改正する法律が令和 

２年４月１日に施行されたことに 

伴う会計年度任用職員制度に係る 

事務について、また、過去の監査に

おいて指摘が繰り返されている財 

産管理事務等について重点的に監 

査を行った。 

べき金額との差額の戻入処理を行

い、返還を受けました。 

         【産業展開推進課】

３ 契約事務 

 指摘事項について部内ミーティ

ングにて部内で周知するととも

に、調達スケジュールに決裁区分

を追記する再発防止策を実施し、

今後はさいたま市事務専決規程第

３条に基づき適正な事務処理を行

ってまいります。 

【区政推進部】

 さいたま市緑区花と緑のまちづ

くり推進事業実施要領の改正を行

いました。今後は、同要領に則り適

正な事務処理を行ってまいりま

す。 

       【緑区コミュニティ課】

４ 行政事務（行政監査） 

 財産事務に係る算定方法や支出 

事務について、法令やマニュアル 

を改めて確認し、事務処理の際は 

必ず複数職員で確認を行うことを 

課内ミーティングにて周知しまし 

た。内部統制の取組についても、 

課内事務の実情に応じたチェック 

体制を整えてまいります。 

【市民生活安全課】

   内部統制の取組について、再 

度、係内のミーティングにおいて

周知するとともに、前例踏襲する

ことが無いよう、法令やマニュア

ルを確認しながら適正な事務処理

を行うこと、職員相互のダブルチ

ェックや「報連相」を徹底するこ

とについて改めて注意喚起を行い



監査の結果、改正前の臨時職員 

任用に係る事務と同様、有給休暇 

付与日数の誤りや源泉徴収税額の 

誤りが見受けられ、また、行政財産

使用料の算定誤り等も複数の所属 

で見受けられた。会計年度任用職 

員制度に係る事務については、導 

入されて間もないことから、マニ 

ュアル等の記述を見逃してしまっ 

たものと思慮するものの、財産管 

理事務に係る行政財産使用料の算 

定誤り等については、これまでの 

監査においても再三指摘した事項 

であり、より一層の組織としての 

チェック体制を確立する必要があ 

る。 

各所属においては、現行の事務

処理を再度確認し、所属内での情 

報共有と協力体制を強化するとと 

もに、実効性のある内部統制の取 

組を進められたい。 

【市民生活安全課】

【コミュニティ推進課】

【人権政策・男女共同参画課】

【消費生活総合センター】

【区政推進部】

【経済政策課】

【労働政策課】

【見沼グリーンセンター】

【食肉中央卸売市場・と畜場】

ました。 

【コミュニティ推進課】

会計年度任用職員制度に係る事

務について、有給休暇付与日数の

誤りがあったため、人事部による

事務マニュアル等について、改め

て 担当内全員で理解、把握を

し、事務手続きの際には、個人の

解釈で進めることなく、複数の係

員で事務手続きの確認作業を行う

体制を整えてまいります。 

【人権政策・男女共同参画課】

会計年度任用職員の報酬におけ

る源泉徴収所得税額について、扶養

家族分を入れずに算出した誤りが

あったため、該当者へ誤りを説明

し、確定申告にて精算が済んでいま

す。 

また、扶養家族分を入れて算出す

るよう改めるとともに、会計年度任

用職員マニュアルに基づき適切な

事務処理を行うよう、課内に文書で

供覧、周知し、共有しました。   

【消費生活総合センター】

指摘事項について部内ミーティ

ングで周知するとともに、副担当

によるダブルチェックを徹底する

よう、注意喚起を行いました。 

【区政推進部】

財産管理事務に係る損害保険料

の算定誤りについて、所属長が職

員を集め、法令順守の徹底を指示

するとともに、財産管理の認識の

共有を図りました。今後は適正な

事務処理を行ってまいります。  

【経済政策課】

会計年度任用職員の報酬におけ

る源泉徴収所得税額の算出誤りに

ついて、該当者へ誤りを説明し、

精算が済んでいます。 

また、会計年度任用職員制度に係

る事務について、人事課による対応

マニュアルを見直しのうえ様式を



 市場売上高使用料の納付日につ 

いて（意見） 

卸売業者の市場売上高使用料３

月分については、さいたま市食肉中

央卸売市場業務規程施行規則第７

８条第１項ただし書において、「同

月末日までに納付しなければなら

ない。」と規定されている。 

しかしながら、実態として、さい

たま市食肉中央卸売市場業務規程

第５２条第３項の規定に基づき翌

月１０日までに報告のある卸売実

績報告書に基づき市場売上高使用

料を算定し、３月分を４月に納付さ

せていることから、規則と実務で乖

離が生じているため、整合を図るべ

きである。 

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 内部統制体制の整備と運用につ 

いて（意見） 

今回の監査において、各所属に 

おける内部統制に対する意識や取 

見直しました。今後は適正な事務処

理を行ってまいります。 

【労働政策課】

財産管理事務に係る行政財産使

用料及び損害保険料の算定誤りに

ついて、所属長が職員を集め、法

令順守の徹底を指示するととも

に、財産管理の認識の共有を図り

ました。今後は適正な事務処理を

行ってまいります。 

【見沼グリーンセンター】

会計年度任用職員制度に係る事

務について、人事課による対応マニ

ュアルを確認し様式を見直しまし

た。また、行政財産使用料の納付時

期の誤りについても事務処理を見

直しました。今後は内部統制の取組

についても、課内事務の実情に応じ

たチェック体制を整え、適正な事務

処理を行ってまいります。 

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 規則と実務に乖離があったこと 

から、令和３年３月分からは規則通

りに使用料の納付を末日までに行

わせる対応に改めました。 

【食肉中央卸売市場・と畜場】

 有給休暇付与日数の誤りを訂

正し、正当な休暇付与日数に改め

ました。 

令和２年４月１日に施行された



組状況について確認を行った結 

果、各所属とも内部統制に対する 

意識については、一定程度あるこ 

とが確認できた。 

内部統制体制の整備と運用につ 

いては、地方公務員法及び地方自 

治法の一部を改正する法律が令和 

２年４月１日に施行されたことに 

伴う会計年度任用職員制度に係る 

事務について重点的に監査を行っ 

た。 

監査の結果、改正前の臨時職員 

任用に係る事務と同様、有給休暇 

付与日数の誤りや源泉徴収税額の 

誤りが見受けられた。会計年度任 

用職員制度に係る事務について 

は、導入されて間もないことから、

マニュアル等の記述を見逃してし 

まったものと思慮するものの、各 

所属においては、現行の事務処理 

を再度確認し、所属内での情報共 

有と協力体制を強化するととも 

に、実効性のある内部統制の取組 

を進められたい。

【北区区民課】 

【大宮区区民課】

【見沼区区民課】

【中央区区民課】

【桜区区民課】

【浦和区区民課】

【緑区区民課】

【岩槻区コミュニティ課】

【岩槻区区民課】

会計年度任用職員制度に係る源泉

徴収税額の誤りについて、６月期末

手当から控除すべきであった源泉

徴収税額については、１０月分報酬

額から控除し精算いたしました。 

会計年度任用職員制度に係る事

務について再度確認し、所属内での

情報共有と協力体制を強化し、適正

な事務処理を行ってまいります。 

【北区区民課】

会計年度任用職員の有給休暇付

与日数の誤りを訂正し、正当な休暇

付与日数に改めました。 

また、源泉徴収税額の算定誤りに

よる一部未徴収がありました。年末

調整において確認したところ、還付

額が未徴収額を上回り、結果として

は還付処理いたしました。今後は適

正な処理を行ってまいります。 

【大宮区区民課】

監査終了後、会計年度任用職員 

  の有給休暇付与日数の誤りを訂正 

しました。また、会計年度任用職員

制度の事務を適正に遂行するた 

め、マニュアル等に則った事務処 

理を実施するよう、所属内での情 

報共有及び周知徹底を行いまし 

た。 

【見沼区区民課】

会計年度任用職員の源泉徴収税 

額および厚生年金保険料額に算定 

誤りがあったため、９月実績分に 

おいて調整をいたしました。今後 

は適正な処理を行ってまいりま 

す。 

【中央区区民課】

会計年度任用職員の６月賞与分

に係る源泉徴収税額の誤りについ

て、９月給与分において調整しま

した。今後は、複数の職員による確

認を行うことで、適正な事務処理

を行ってまいります。 

【桜区区民課】



   会計年度任用職員の６月期賞与 

の源泉徴収税額の算定額を訂正し、

本来負担すべき金額との差額を９ 

月分報酬より追徴しました。 

算定方法について次担当へ引継 

ぎを行いました。 

         【浦和区区民課】

会計年度任用職員制度に係る事

務のうち、有給休暇の記入漏れにつ

いて訂正しました。今後は、当該マ

ニュアル等に則り適正な事務処理

を行ってまいります。 

          【緑区区民課】

６月期賞与払い時の所得税算定 

額を訂正し、本来負担すべき金額 

との差額を９月分報酬払い時に追 

徴しました。 

【岩槻区コミュニティ課】

会計年度任用職員の有給休暇付 

与日数を修正しました。 

【岩槻区区民課】


